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寧戚9毎度国豊経堂地属重点施策⑬概要  

国土庁土地局土地政策課課長補佐  

山   口   敏  彦  

1一 重点施策の概要   

最近の地価の動向を概観すると、大都市圏においては、住宅地は下落、商業地は顕  

著な下落となっており、地方圏においては、住宅地は横ばい、商業地は下落となって  

いる。   

このような地価の下落傾向が続いている中で、大都市圏においては、マンションを  

中心として住宅を取得（、しやすい環境になってはいるが、通勤時間や広さといった質の  

面では、いまだ満足できる状況にはなっていないのが現状である。   

こうしたこと・から、今後、我が国が、経済社会の状況の変化に的確に対応しっっ、  

ゆとりある住宅の供給、質の高い住環境の形成、快適で防災上も安全なま－ちづくりの  

推進等を図っていくためには、地価が現在のような状況にある今こそ、「所有から利  

用へ」という土地政策の原点に立って、新たな土地政策を積極的に推進していく必要  

がある。   

このため、現在、土地政策審議会においては、総理からの諮問を受け、新たな土地  

政策についての検討が行われているところであり、今後、同番議会での議論等を踏ま  

え、現行の「総合土地政策推進要綱」に代わる、新たな「土地政策推進要綱」の策定  

を目指すこととしている。   

以上のような土地政策をめぐる状況の中で、平成9年度国土庁土地局関係予算概算  

要求では、前年度比7％、18億円増の254億円を要求するとともに、平成9年度  

重点事項として、①土地政策推進体制の強化等、②土地の有効利用の促進、③土地情  

報の充実の3つを柱に、各般の施策を推進することとしている。（図表1～3参照）  

2－ 土地政策⑳推進体制⑳強化等  

（1）関係各省庁等の連携による新たな「土地政策推進要綱」の実施の推進   

土地政策の推進に当たっては、関係各省庁、地方公共団体等が連携して、各般の施  

策を総合的に推進することが不可欠である。   

このため、国土庁としては、策定を目指す新たな「土地政策推進要綱」について、   



54 土地総合研究1996年秋号  

関係各省庁等との連絡◎協議体制を充実し、その．連携を強化することなどにより．、着  

実かつ円滑な実施に努めることとしている。  

（2）土地に関する調査研究機能の強化  

ア 1980年代半ばから発生した「バブル」といわれる地価をはじめとする資産価   

格の大幅な高騰とその高騰に伴う急激な下落は、高騰時において、資産格差の拡大、   

住宅取得の困難化等の社会問題を発生させるとともに、地価下落時において、企業、   

家計のバランスシートの悪化、金融機関の経営の圧迫等の経済問題を発生させるな   

ど、我が国経済。社会に史上空前といえる傷跡を残した。特に、本年にぉいては、   

住専処理が内政上め最大問題となり、国民の間にバブルの影響を改めて認識させ、   

バブルを二度と発生させないような体制を整備することが強く求められている。  

他方、地価が5年連続下落するなどの土地をめぐる状況にあって、現在、豊かな   

国民生活の実現のための望ましい国土利用を図るという土地政策の原点に立ち戻り、   

土地の有効利用を促進することが、土地政策上の最重要課題となっているところで   

ある。  

このような状況を踏まえ、これまでの調査研究に加え、土地に関する基礎的研究   

水準の向上に資する新たな調査研究機関を創設するとともに、従来個別に収集。整   

備してきた土地に閲す為情報等を網羅的、．体系的に整備し、情報の分析。活用。提   

供の’円滑化を図ることとする。  

イ また、今後、・新 

の土地をめぐる状況の変化に加え、高齢化、少子化、国際化、情報化や環境、防災、   

文化等に対する国民意識の高まりなどの経済社会構造の変化が、土地の所有や利用   

に具体駒にどのよう－な影響を与えているかという観頻が重要となっている。  

この革め、来年度は特に高齢化、国際化（経済のボーダレス化）をとり上げるこ   

ととし、登記簿調査、アンケート調査、ヒアリング等を通じて、具体的な土地所有   

や草地利用の状況の詳細年情顛収集や分析を行う新たな調査研究を実施する。   

（3）・土地に関する基本理念の普及。啓発活動の一層の推進   

新キな「土地政策推進要綱」を琴効あるものとするためには、土地基本隠に定めて  

いる土地に関する4つの基本理念、即ち、①公共の福祉の優先、②適正な利用及び計  

画に従った利用、③投機的取引の抑制、④価値の増加に伴う利益に応－じた適切な負担  

が、国民の実感として理解されることが重要であることから、「土地月間」を一層活  

用するなど一にヰり、土地に関する基本理念の普及。啓発活動をナ層積極的に行うこと  

としている。   
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3∴土地の有効利用⑳促進   

既に述べたように、地価が現在のような状況にある今こそ、「所有から利用へ」と  

いう土地政策の原点に立って、ゆとりある住宅。社会資本の整備や快適で安心できる  

まちづくりを目指し、土地の有効利用を積極的に進めていく必要がある。このため、  

次の施策を講じるものとする。  

（1）総合的かつ計画的な土地利用の促進のための土地利用調整システム総合推進事業  

の創設   

現在、国土全体の総合的かつ計画的な利用の促進の観点から、都道府県における土  

地利用に関する即地的な総合計画として、土地利用基本計画が策定されており、都市  
地域、農業地域等の5地域区分に基づいて、土地利用の総合的な調整を行っていると  

とろである。   

しかしながら、歴史的に各個別規制法の広域的なゾーニングが先行していることな  

どから、5地域区分の中に重複地域がかなり存在すること、各個別規制法による土地  

利用の誘導が相対的に弱い、いわゆる白地地域が存在すること等の問題が生じており、  

望ましい土地利用計画のあり方として、土地利用基本計画を通じた一元的な土地利用  
調整を行うには至っていないところである。   

このため、土地利用基本計画の充実。強化の一環として、   

ア）市町村における土地利用に関する即地的な総合計画の整備を進めるなどの観点  

から、市町村の土地利用の誘導方向を明確にした「土地利用調整基本計画」の策  

定を行うとともに、   

イ）特に、地方圏における計画的な土地利用の推進と豊かな環境づくり等に配慮し  

た土地利用の実現などの観点から、市町村内の一部の地域で特に土地利用の調整  

を要するところ（いわゆる白地地域等）におけるきめの細かい土地利用のあり方  

を示す「地区土地利用調整計画」め策定と、このための地区住民による土地利用  

調整に関する協議会の設置、アドバイザーの派遣、地区土地利用調整マニュアル  

の策定   

等を総合的に実施する土地利用調整システム総合推進事業を創設する占  

（図表4、5参照）・   

さらに、土地利用転換計画、大都市近郊土地利用調整対策事業における土地利用調  

整計画について、地区土地利用．調整計画とともに地区レベルの土地利用計画として位  

置づけ、土地利用調整基本計画の下に整合して実施することにより、土地利用計画の  

系統的な整備を図ることとしている。  

（2）都市部における居住の回復と福祉。防災。環境。文化等の諸機能を備えた質の高   

・いまちづく・りの推進   
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近年における我が国経済。社会構造の変化や地価の高騰。下落により、特に、既成  

市街地においては、低未利用地が増大するとともに、土地利用の混在が生じている。  

一方、計画的に土地利用転換を図っていくべき地方公共団体においては、低未利用地  

の状況等について、必ずしも体系的に把捉しているとはいえず、ために土地有効利用  

対策への取り組みも十分なものとはなっていない。   

このため、地方公共団体が、低未利用地の分布状況等土地利用の実態把握を行う  

「土地有効利用促進基礎調査事業」を創設するとともに、既成市街地において、木造  

密集市街地、住工混在地等で地区の土地利用の更新を行い、福祉。防災。環境。文化  

等の面で質の高いまちづくりを推進するための計画（まちなみ整備型）を土地利用転  

換計画のメニューの一？に追加する。   

また、東京都区部において、低未利用地の有効利用を促進しっっ、定住人口の回復  

と良好なまちづくりの推進を図るため、低未利用地に関する幅広い情報交換を行って  

いる東京土地有効利用促進協議会の取組み内容の充実を図る。   

なお、この協議会の情報提供活動により、成約あるいは成約のための協議が進行中  

の物件等は、平成8年2月末時点で117件と着実に増加してきている。   

さらに、近年地価の下落傾向の中で民間の土地需要が低迷していることから、地方  

公共団体等の公共事業の推進による公的土地取得が期待されている。   

このため、今後の公的土地需要を把握し、計画的。効率的な公的土地取得等に関す  

る指針を策定するとともに、低未利用地の利用可能性及び有効利用に関する公的主体  

の役割等の検討を行い、公的主体のまちづくりに対する積極的な取り組みを誘導する。  

（3）市街化区域内農地を活用した計画的なまちづくりの推進   

市街化区域内農地は、住宅地等の都市的土地利用への転換源として期待されている  

が、小規模な農地が基盤整備が不十分なまま散在していること、また、宅地化する農  

地と保全する農地である生産緑地が混在していることが、土地の有効利用の大きな阻  

害要因となっていることから、引き続き、農住組合の設立のための計画策定等を積極  
的に支援し、安全で快適な農と住 

特に、今後は、農住組合の行う事業に地区計画、建築協定、緑化協定等の美しく住  

みよいまちづく・りのための手法を積極的に導入し、土地の基盤整備から住宅の建設。  

管理まで一貫して取り組む「農住組合ならでは」のまちづくりを促進するため、農住  

組合による地区計画等の活用に資する調査に対して支援するなど、農住組合事業を一  

層推進する。  

（4）大都市近郊における農。住の調和のとれた土地利用の推進   

大都市近郊の市街化調整区域においては、資材置場、企業所有の未利用地、耕作放  

棄地等の低未利用地が数多く存在しているところであるが、良質。低廉な宅地の供給  

等を進めるためには、これらの低未利用地の有効利用を促進し、土地利用の適正化を   
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図ることが重要な課題となっている。   

このため、平成6年9月に、国土庁、建設省及び農林水産省により設置された大都  

市地域土地計画利用推進協議会において、大都市近郊地域における農。住の調和のと  

れた土地の計画利用を推進するための方策の検討を進めており、平成8年3月に中間  

報告をとりまとめたところである。今後、引き続き検討を進め、成案を得たものから  

逐次実施に移すとともに、平成9年度末までには、最終報告をとりまとめることとし  
ている。   

また、都府県における関係部局等からなる協議会での低未利用地の有効利用方策の  

検討等を促進するとともに、市町村における低未利用地を含む一定地域の適正な土地  

利用を図るための土地利用調整計画の策定を支援する。（図表6参照）  

（5）利用を重視した住宅地供給手法の活用の推進   

「定期借地権制度」は、国民の土地に対する意識について、「資産として保有」す  

るものから「利用」するものへの変革を促すとともに、適正な土地の有効利用を促進  

し、質の高い居住環境をより安価に実現するうえで重要な制度であり、その幅広い活  

用が期待されている。   

このため、国土庁においては、①農地所有者及び利用想定者の意向把握を含む定期  

借地権制度の活用実態の調査、②農住組合検討地区等を対象にした具体的なモデルの  

策定、③公共公益施設、リゾー ト施設等への活用方策の検討等を実施してきたところ  

であり、平成9年度においては、これらの調査についてとりまとめを行うとともに、  

良好なまちづくりに資する優良事例の紹介等により、本制度の普及啓発を強力に推進  

する。  

（6）土地税制の適切な実施による土地の有効利用の促進   

実需に結びっく土地取引の円滑化。活発化をはかることにより、土地の有効利用を  

促進するため、地価の動向等を踏まえつつ、土地保有課税や土地取得課税等の土地税  

制について適切な措置を萬ずる。  （図表7参照）  

4．土地情報⑳充実  

（1） 21世紀の土地政策の基礎となる土地情報の総合的整備   

平成10年に予定されている第2回土地基本調査を、指定統計として円滑に実施す  

るため、名簿整備、広報活動等必要な準備に着手する。   

また、中。長期的には、土地の所有。利用。取引の基本単位である筆界情報を中心  

としたGISの基図整備を促進することが必要である。   

このため、現在、「市町村土地情報整備マニュアル」を作成しているところである  

が、平成9年度は、これに加えて、各々の市町村の特性を踏まえた市町村におけるG   
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IS基図の迅速な整備。活用手法等について、モデル。スタディ・を通じて検討する。   

さらに、■土地取引に関する情報について、その収集の迅速化、内容の分析等を  

行い、一層の充実を図る。  （図表8参照）  

（2）地価公示等の充実と精度の向上   

適正な地価の形成と課税評価の適正化に資するため、新しい用途地域の設定に対応  

して、地価公示及び都道府県地価調査の調査地点をそれぞれ30，300地点から30，600地  

点に、30，000地点から30，300地点に増設するとともに、地価公示価格を求める際の鑑  

定評価に用いる各種かつ大量の情報の交換。集約と、これらの情報に基づく地価動向  

の分析。検討等に使用するコンピュータシステムの繭発等を行う。  

（3）国土調査の推進  

① 地籍調査は、一筆の土地に ついて、所有者、地目、面積等を地図及び簿冊として  

整備するものであり、土地に関する基礎的な情報を明らかにするものとして、土地に  

関する各般の施策の基礎となる重要なものであるが、全国で39％の進捗にとどまっ  

ており、特に都市部では13％と遅れている。   

このため、地籍調査について、第四次国土調査事業十簡年計画に基づき、引き続き、  

その着実な実施を推進することとしている。特に、都市部における進捗率の向上を図  
るとともに、市町村GISの基図として必要最小限の地籍情報を緊急的に整備するた  

め、一筆地調査を民間に委託し、官民境界等のみを先行的に調査。測量する地籍情報  

緊急整備事業（大都市地域地籍情報緊急整備事業の拡充）を実施する。  

（図表9参照）  

② 地籍調査で得られたデータについて、コンピュータの利用による各種土地関連行  

政への利活用を進めるため、地籍調査管理事業（利活用モデル地区や土地情報の数値  

情報イヒを進めるマイコン地区）の拡充を図る。  

③ 環境に対する国民意識の高まりの中で、環境に配慮した土地利用が求められてい  

ることから、土地情報についても、新たに土地をめぐる環境の質を表現する指標を確  

立することが必要となっている。   

このため、土地環境モデル事業において、局所的に存在する生物棲息空間相互のつ  

ながりやその広がりを把握し、開発等による生態系の影響やその復元力等を指標とす  

る土地の分級手法を検討する。－   
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平成9年度予算概算要求総括表  

（単位：百万円）  

9 年 度  前 年 度  比較増△減  倍   率  

区  分  

要求額（Å）  予算額（B）   （Å－B）   （A／B）   

く19，870〉  く7，983  
1。公共事業関係責  325，530  317，281  8，249  1。03  

く5，042  く2，496  
水資源開発事業費  89，125  87，427  1，698  1。02  

く13，811〉  く5，087  
離島振興事業費  220，307  214，207  6，100  1．03  

農村総合整備計画調査費  282  1．00  

く1，017  く 400  
国土総合開発事業調整費  15，815  15，365  450  1．03  

く 867  く 230  
2。行政部費  47，636  43，987  3，649  1。08   

（1）国  土  計   画   1，300   1；227   1。06   

（2）総合 的土地対策   25，358   23，597   1，761   1．07   

（3）総合的水資源対策   254   1．06   

（4）大都市圏整備  1，067  1．09  

く 300  く 230〉  

（5）地方振興  7，913  7，423  490  1．07  

く 567〉  く 0〉  

（6）災 害対策  3，623   2，695   928  1．34   

（7）そ の 他  8，106  7，813  293  1．04  

く20，737〉  く8，■213〉  
合  計  373，166  361，268・  11，898  1．03   

注）1．上記く・〉内書は、公共投資重点化枠であり、前年度は実績額、9年皮は要望額である。   
2．上記計数には、NTT－B型（前年度は旧NTTpB型）を含んでいる。   
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図表3  

平成9 年度土地局関係予算概算要求総括蓑  
く単位：百万円）  

9．年度  率  

区  分  備  考   

要求額（A）   

1．土地政策推進体制の強化   664・  176  488  3．77  
等  用調査  

（新規） 40百万円  

土地に関する調査研究校能  
の強化  

（新規）． 500百万円  

2．土地の有効利用の促進  1，457  1，350  107  1．08  
推進事業  

却 31帽万円  

土地利用規制等対策費交  
付金（土地利用調整基本  
計画分）  

（新規）250百万円  
土地利用転換計画策定等  
経賛（地区土地利用調整  
計画策定分）  

（新規） 35百万円  

土地有効利用促進基礎調査  
（新規） 副官万円  

3．土地情報の総合的整備  485  451  B4  1．07  
法人調査（実施準備）  

（新規） 85百万円  

高度情報化社会におlナる土  

地情報整備促進事業  
（新規） 88百万円  

4．地価公示の充実と精度の  4，832  4，612  220  1．05  
向上  地価公示地貴  

30，300地点→30，600地煮  

鑑定評価料  

65．960円→即，090円  

地価公示業務におけるコン  
ピュータ化推進経費  

（新規） 73百万円  

5．国土調査の積極的推進  13′847  13，002  1．07  
2，623撼  

地籍情報緊急整備事業  
（拡充）2，050百万円  

地階調査管理中業  

（拡充） 231百万円  

6．国土利用計画法の的価な  4，021  4，006  1．00  
逆用  

7．首都機能移転の進展への  52  52  交付金による首都機能移転   

対応の的郁な実施  分  

（新規）  52百万円  

計  25，358  23．597  1，761  1．07   
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（市街化渇望詔或  （而謝ヒ区切   （いわゆる白地胆嚢封   
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平成9年度土地対策関係税制改正要望  
拡充◎創設は  

臣保有課税ヨ  

1。資産価値の変動に応じた適正な負担が図  られるような保有課税のあ  り方についての見直し  

〔固定資産税等）  

臣取得課税ヨ  

2。固定資産税の評価替えに伴う  登録免許税及び不動産取得税の負担の調整  

〔登録免許軋不動産取得税）  

監 税ヨ  

3。超短期所有土地等を譲渡した場合の重課制度の延長（5年間）価得税、法人私住民税）  

4。長期所有土地等から既成市街地等以外にある建物等への買換え等の場合の課税の特例措置  

の延長（1年間）  〔所得税、法人税）  

5∴特定の居住用財産の買換え等の場合の課税の特例措置の延長（2年間）  晰得税〕  

監定期借地障関係ヨ  

6。優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の適用要件の  

拡充（面績要件等の判定に定期借地障部分を含める）  〔所得税、法人税、住民税〕  

7。地価税の課税価格を5分の1とする特例措置の適用要件の拡充（定期借地権住宅分譲予定  

地を追加）  〔地価税〕  

8∴相続税の納税猶予申の特定市街化区域農地等に係る転用特例の適用期限の延長（3年間）、  

及び拡充（定期借地権住宅に転用した場合を追加）  〔相続税）  

9．定期借地軽が設定されている土地の相続税評価の見直し   〔相続税）  

10．住宅用地に係る登録免許税の撃滅措置の創設（定期借地権の設定登記も対象とする）  

〔登録免許税〕  

監農住組合関係ヨ  

11。農住組合が行う交換分合による土地の取得に係る課税の特例措置の延長（2年間）   

①登録免許．税（税率を亜／1000に軽減）   

②不動産取得税 （税額の減額措置）  

ま2．農住組合が新築した中高層尉火建築物である賃貸住宅に係る課税の特例措置の延長（3年   

間）   

。不動産取得税 （税額の減額措置）   
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仁∋ 月 Sの市野丁確せgニ諾S【サーる京酋原田宵列   
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